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道路の異状を発見したら・・・ 道路緊急ダイヤル 緊急通報＃９９１０へ

①令和元年１１月１２日１６：００解禁
②令和元年１１月１９日１６：００解禁

違反車両を撲滅して安全な道路を！
～一般国道２号で特殊車両の指導取締を実施します～

通行許可書の確認

広島国道事務所では、特殊車両※の適正な運行がなされるよう、広島県警察本部と協

力し、継続的に特殊車両の指導取締を実施しています。

今年度は、管内で年間１２回の指導取締を予定しており、この度、９回目及び10回目

の指導取締を以下のとおり実施しますのでお知らせします。※「特殊車両」：別紙３参照

（問い合わせ先）
国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所

副所長（管理） 溝田 亨（みぞた とおる）
【取締担当】管理第一課長 中原 弘人（なかはら ひろひと）

TEL（082）281-4131  FAX（082）286-7901
【広報担当】計画課長 亀岡 敬和（かめおか のりかず）

TEL（082）281-4131 FAX（082）286-7897
○広島国道事務所ホームページ https://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/

令和元年度指導取締実施状況および結果（別紙１参照）

○実 施 日 時 ①令和元年１１月１２日（火） １４：００～１６：００（９回目）

及 び 場 所 一般国道２号(上り) 大竹車両計量所

（大竹市黒川一丁目地内：別紙２-１参照）

②令和元年１１月１９日（火） １４：００～１６：００（10回目）

一般国道２号(下り) 西条管理所

（東広島市西条町下三永地内：別紙２-２参照）

※雨天等により指導取締を中止する場合があります。

○協 力 機 関 ①広島県警察本部 交通機動隊

②広島県警察本部 東広島警察署

○指導取締内容 通行許可書の有無、内容確認及び車両計測等を行い、違反があれば、

警告等の指導を行います。

○取 材 対 応 報道解禁は、①、②各日の指導取締終了時刻１６：００とします。

※現地では、担当者の指示に従ってください。

※指導取締を行っている時のカメラ取材は可能です。
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指導取締の実施状況

運転手に通行許可書の提示要請、
目的地等の聴取

広島県警との協力で該当車両を引込

道路構造に影響を与えるような重大な違反に対しては、
積載物の軽減、走行中止等の措置命令を行う場合もあります

違反者には、
警告書を発出

通行許可書（通行経路、
通行条件等）の確認

車両の重量計測車両の寸法計測

今年度これまでに実施した指導取締で、重量超過の車両2台に対し、積載物軽減の措置命令を行いました。

措置命令書を
発出

減載後

現地にて積荷の積み替え

許可総重量34.99ｔに対し、
実際には13.64t超過の総
重量 48.64ｔで通行してい
た車両に対し、積載物の軽
減を命じ、現地で積み替え
するまで走行を中止させま
した。
【9月5日 大竹車両計量
所】

減載前

別紙１



令和元年度の指導取締結果（第１回~８回）
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今年度、これまでの指導取締に際して、対象車両47台のうち16台、約３分の１に
違反がみとめられました

このうちの2台については、重量超過により道路構造に影響を与えるような重大な
違反と判定し、積載物の軽減措置を命じています。
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実施日 路線 取締場所
取締
台数

違反
台数

第８回 10月11日
185号
(上り)

4 1
（呉市広本町一丁目）

第７回 10月5日
２号

(上り)

大竹車両計量所
6 3

（大竹市黒川一丁目）

第６回 9月11日
２号

(下り)

西条管理所
5 1

(東広島市西条町下三永)

第５回 9月5日
２号

(上り)

大竹車両計量所
4 2

（大竹市黒川一丁目）

6月6日
２号

(下り)
8 2

(東広島市西条町下三永)

6月25日
２号

(上り)
8 2

（大竹市黒川一丁目）

7月12日
２号

(上り)
8 2

（大竹市黒川一丁目）

7月16日
185号
(上り)

4 3
（呉市広本町一丁目）

合計 47 16
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大竹車両計量所

第１回

第２回
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第４回



取締箇所（大竹車両計量所）　　１１月１２日（火）１４：００～１６：００実施

１　位置図

２　詳細図

至 広島市 至 岩国市

重量計

一般国道２号

大竹車両計量所（大竹市黒川一丁目）
一般国道２号（上り側）

別紙２-１

交通機動隊 大竹分駐所

取材時の駐車場所

管理所

（注）岩国市側から来られる場
合、手前で２車線を１車線に
絞ってますが、右に寄らず左車
線をそのまま直進して左折進
入してください。
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至 広島市至 広島ＩＣ

至 岩国市至 岩国ＩＣ 出典：「電子国土」（国土地理院）



取締箇所（西条管理所）   １１月１９日（火）１４：００～１６：００実施

１　位置図

至 三原市

至 広島市

　出典：「電子国土」（国土地理院）

２　詳細図

至 広島市 至 三原市一般国道２号

重量計

西条管理所（東広島市西条町下三永）

一般国道２号（下り側）

東広島・呉自動車道

一般国道２号

倉庫

別紙２-２

取材時の駐車場所

（注）管理所前の道路は分離道

路のため、広島市側から右折

進入できません。三原市側から

左折進入してください
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※右折進入できません
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至阿賀IC
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